
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
デジタルセル無線電話ネットワークで、第１の自動車電話サービス交換センタ（ＭＳＣ）
によりサービスされる区域で移動する発信加入者と、第２のＭＳＣによりサービスされる
区域で移動する終端加入者との間で呼びを設定する方法において、前記デジタルセル無線
電話ネットワークでは、終端加入者は第３のＭＳＣによりサービスされる区域で移動する
転送される加入者へ呼びを転送し、前記方法は、
前記第１のＭＳＣからの前記第２のＭＳＣへ

メッセ
ージを送信するステップ 、
前記第２のＭＳＣから前記第３のＭＳＣへ

メッセージを渡すステップと、
前記第３のＭＳＣから前記第１のＭＳＣへ

リクエストを
送信するステップ

前記第１のＭＳＣから前記第３のＭＳＣへ 前記リクエストを承認する帰還信号を
送信するステップと、

を有する前記方法。
【請求項２】
データを前記発信加入者から送信するためスピーチコード化およびチャンネルコード化す
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、前記発信加入者が属するネットワークを識
別するネットワークコードと前記第１のＭＳＣの呼びを識別する呼び規準とを含む

と
、前記ネットワークコードと前記第１のＭＳＣ

の前記呼び基準とを含む前記
、前記第３のＭＳＣの呼びを識別する呼び基準

を含み、スピーチのコード化およびチャンネルのコード化の設定を要求する
ＴＣＡＰダイアログとして と、

、 ＴＣＡ
Ｐダイアログとして



るステップと、
前記終端加入者により前記発信加入者から受信されたデータをチャンネルコード化および
スピーチデコード化するステップと、
をさらに含み、
該データをチャンネルデコード化およびスピーチデコード化するステップは１回の呼びに
対して１度のみ行われる請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記リクエストを送信するステップ及び前記帰還信号を送信するステップは、構成された
ＴＣＡＰダイアログとして行われる請求項１記載の方法。
【請求項４】
前記リクエストを送信するステップ及び前記帰還信号を送信するステップは、構成されて
いないＴＣＡＰダイアログとして行われる請求項１記載の方法。
【請求項５】
前記帰還信号をリクエストし送信するための前記各構成されていないＴＣＡＰダイアログ
では、前記呼びの識別子を示すフィールドが含まれている請求項４記載の方法。
【請求項６】
デジタルセル無線電話ネットワークで、第１の自動車電話サービス交換センタ（ＭＳＣ）
によりサービスされる区域で移動する発信加入者と、第２のＭＳＣによりサービスされる
区域で移動する終端加入者との間で呼びを設定する装置において、デジタルセル無線電話
ネットワークでは、終端加入者は第３のＭＳＣによりサービスされる区域で移動する転送
される加入者へ呼びを転送し、前記装置は、
前記第１のＭＳＣからの前記第２のＭＳＣへ

メッセ
ージを送信する手段
前記第２のＭＳＣから前記第３のＭＳＣへ

メッセージを渡す手段と、
前記第３のＭＳＣから前記第１のＭＳＣへ

リクエストを
送信する手段

前記第１のＭＳＣから前記第３のＭＳＣへ 前記リクエストを承認する帰還信号を
送信する手段と、

を具備している前記装置。
【請求項７】
前記リクエストを送信する手段および前記帰還信号を送信する手段は構成されているＴＣ
ＡＰダイアログを実行する請求項６記載の装置。
【請求項８】
前記リクエストを送信する手段および前記帰還信号を送信する手段は構成されていないＴ
ＣＡＰダイアログを実行する請求項６記載の装置。
【請求項９】
前記リクエストを送信する手段および前記帰還信号を送信する手段により実行される前記
構成されていないＴＣＡＰダイアログは前記呼びの識別子を示すフィールドを含んでいる
請求項８記載の装置。
【発明の詳細な説明】
［発明の技術的背景］
本発明は補足サービス、および通信ネットワークで加入者間の通信を処理するためのトラ
ンスコーダ制御処理とを行うシステムに関する。本発明は特にデジタルセル無線電話シス
テムでデジタル自動車電話（携帯電話）加入者へ呼び転送サービスを行うシステムに関す
る。
セル無線電話システムはサービスされる地域の完全なカバー区域を共同して形成する隣接
する無線セルのネットワークを典型的に具備している。各セルは関連する無線チャンネル
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、前記発信加入者が属するネットワークを識
別するネットワークコードと前記第１のＭＳＣの呼びを識別する呼び基準とを含む

と、
、前記ネットワークコードと前記第１のＭＳＣ

の前記呼び基準とを含む前記
、前記第３のＭＳＣの呼びを識別する呼び基準

を含み、スピーチのコード化およびチャンネルのコード化の設定を要求する
ＴＣＡＰダイアログとして と、

、 ＴＣＡ
Ｐダイアログとして



を通って１以上の自動車電話局（ＭＳ）と通信するベース局（ＢＳ）を有する。所定のセ
ルに割当てられた１セットの無線チャンネルは干渉を阻止するため隣接セルで使用される
セットと異なっている。ＢＳのグループはそれぞれの自動車電話サービス交換センタ（Ｍ
ＳＣ）により制御され、それぞれ公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）の局部交換装置と等価のも
のである。したがってＭＳＣは呼びの切換え、経路設定、課金、ＰＳＴＮおよびその他の
ネットワークとの通信等の処理を行う。
Nordic Mobile Telephone （ NMT）システム、 Total Access Communication System （ TAC
S）、 Advanced Mobile Phone System（ AMPS）、 American Digital Cellular（ ADC）シス
テム、 Global System for Mobile Communication（ GSM）、 Personal Digital Cellular（
PDC）システム（正式には Japanese Digital Cellular（ JDC）システムと呼ばれている）
は全て、移動（ローミング）する加入者に対して基本液で補足的なサービスを与えるため
の標準化技術に適合している。この明細書で使用されている用語“基本サービス”は単に
呼びを設定し、第３者の呼びのようなサービスを行うための通信ネットワークの能力を表
しており、これは個別の加入を必要とせずに全ての加入者に利用可能である。用語“補足
サービス”は自動車電話および固定したネットワークの容量を意味しており、これは“基
本”サービスを越え、これらのサービスが行われることができる前に個別の予約を必要と
する。
個別の補足加入者サービスは２つのタイプに別けられ、即ち呼びを開始するプロセスを変
更または補足するタイプ（ここでは“Ａ－加入者サービス”と呼ぶ）と、呼びを終了する
プロセスを変更または補足するタイプ（ここでは“Ｂ－加入者サービス”と呼ぶ）である
。Ａ－加入者サービスは転送する呼びの防止と私用ナンバリング計画を含んでいるがそれ
に限定されない。Ｂ－加入者サービスは無条件、即ち呼ばれた加入者またはネットワーク
の状態にかかわらず行われるサービスに分類され、その発動は加入者またはネットワーク
に存在する特定の状態または状況に依存する。無条件のＢ－加入者サービスは入来する呼
びの防止および無条件の呼び転送を含んでいるがそれに限定されない。条件付きのＢ－加
入者サービスは混線時の呼び転送と、返答のない呼び転送と、混雑した呼び転送と、呼び
待ちを含んでいるがそれに限定されない。
基本および補足サービスを行うことを含む種々の動作は、 Lantto氏による 1993年９月３日
出願の“ Method and System for Providing Supplementary Services to a Mobile Stati
on”と題する米国特許第 08/115,589号明細書と、 Lantto氏による 1993年 10月 26日出願の“
Receiving Subscriber Data from HLR in GSM MSC/VLR”と題する米国特許第 08/141,086
号明細書と、 Lantto氏による 1993年 10月 26日出願の“ Method of Managing Supplementary
 Services Procedures in GSM/VLR towards HLR”と題する米国特許第 08/141,094号明細
書と、 Widmark氏による 1994年１月 19日出願“ Providing Individual Subscriber Service
s in a Cellular Mobile Communications Network”と題する米国特許第 08/182,834号明
細書と、 Lantto氏による 1994年３月 27日出願の“ Method for Handling Calls to a Non-R
egistered Mobile Subscriber in a Mobile Telephone System”と題する米国特許第 08/2
49,989号明細書に記載されている。
ＭＳの追跡を維持するため、ホーム位置レジスタ（ＨＬＲ）と呼ばれるデータベースが自
動車電話無線通信ネットワークにノードとして設けられている。使用者（ＭＳ）がオペレ
ータからサービスを受信するために加入したとき、使用者により選択された補足サービス
のような加入者情報がそのオペレータのＨＬＲに入力される。また、ＨＬＲはＭＳの現在
の位置を供給するＭＳＣを識別する情報を含めたＭＳの位置についての情報を記憶する。
この情報は、ＭＳが位置情報をＭＳＣによってＨＬＲに送信することによってＭＳが移動
するときに更新される。したがって、ＭＳが新しいＭＳＣ区域へ移動したとき、これはＭ
ＳＣと共に登録され、その後ＨＬＲからＭＳについてのデータをリクエストし、ＭＳが現
在位置するＭＳＣ区域をＨＬＲに知らせる。
移動する加入者の現在位置を記憶することに加えて、ＨＬＲは加入者カテゴリを記憶し、
（Ｃ番号と呼ばれる）転送番号を呼ぶ点で、典型的に個人の補足加入者サービスを管理す
る役目を行う。ＨＬＲは権限を付与された端末によりリクエストされたとき、そのメモリ
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中の加入者のカテゴリ情報とＣ番号を更新する。以下より詳細に説明するように、ＨＬＲ
は、移動するＭＳを登録するときには質問しているＭＳＣへこの情報の選択部分を送信し
、ＭＳへ呼びを行うときにはゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳＣ）へ送信する。
典型的なネットワークでは、Ａ－加入者サービスと、条件付きのＢ－加入者サービスが登
録時にＨＬＲにより訪問者ＭＳＣ（ＶＭＳＣ）へ与えられる加入者カテゴリに基づいてＭ
ＳＣにより与えられる。ＭＳへの呼びは常にコンタクトされた第１のＭＳＣ（即ちＧＭＳ
Ｃ）がＨＬＲに加入者の場所をつき止めるように助言することを意味するので、無条件の
Ｂ－加入者サービスはＨＬＲにより発動される。したがって呼びが無条件に発動されるＣ
番号をＧＭＳＣに送信するなど無条件のサービスを処理するためにＨＬＲは最良の位置に
ある。
ＨＬＲとＭＳＣ間の通信を標準化するため、セル無線電話システムは CCITTの“ Blue Book
”の CCITTシグナリングシステム番号７の勧告 Q.701-Q.707、 Q.711-Q.714、 Q.771-Q.775と
して知られている通信プロトコルの Mobile Application Part（ MAP）と Translation Capa
bilities Application Part（ TCAP）を採用している。ＭＡＰとＴＣＡＰプロトコルのや
や異なった点は異なったセル標準（ＧＳＭ、ＡＤＣ、ＰＤＣ等）で使用されることである
。ＭＡＰはＭＳ間の通信用のシグナリング処理を行う。ＰＤＣのネットワーク部分は標準
的な Internode Specifications for Digital Mobile Communications Network, TTC JJ70
.10、 Ver. 3.2に記載されている。
本発明の種々の実施形態にしたがって、無線通信システムの既存のシグナリングチャンネ
ルは自動車の加入者により所望される特定の加入者開始補足サービスに関する簡単なリク
エストメッセージを送信するために使用される。ＭＳからネットワークへのこのようなサ
ービスのリクエストシグナリングと、このサービスリクエストが承諾されているか否かを
示すネットワークからＭＳへの確認シグナリングは層３で送信される。“層３”は特定の
メッセージが送信され受信される論理チャンネルとその位置を限定する用語である。層３
は例えば CCITTの“ Blue-Book”の勧告 Q.930の分冊 VI.11、“ Digital Subscriber Signall
ing System No.1（ DSS 1） ,Network Layer,User Network Management”に記載されている
。
通信システムは少なくとも３つの層を有するものと考えることができる。層１は物理的な
層であり、これは例えば無線周波数間隔、搬送波変調特性等の物理的通信チャンネルのパ
ラメータを限定している。層２はエラー修正および検出等、物理チャンネル（層１）の制
限内の情報の正確な伝送に必要な技術を限定している。層３は層２のデータリンク層によ
って情報を透明に転送する処理を限定している。
無線通信システムの特別なハードウェア構成はここで説明されている技術的範囲を越えた
ものであるが、当業者は、自動車電話またはポータブルステーションおよびネットワーク
間で補足サービスのシグナリングが行われる任意のシステムに本発明が適用されることが
できることを容易に認識するであろう。無線通信システムの１例はセル通信ネットワーク
であり、ここではＭＳＣはＰＳＴＮと、ＭＳからの信号を送受信する１以上のＢＳ間に接
続されているセル通信ネットワークである。呼びが接続されるとき、通信は通信チャンネ
ルにわたって行われ、呼びの最初の接続と１つのＢＳから他への呼びの転送は典型的に制
御チャンネルによって行われる。このような通信および制御チャンネルの詳細は例えばＧ
ＳＭ、ＡＤＣ、ＰＤＣ等、構成されるシステムの応用可能な標準に準じることができる。
このようなベース局および自動車局の１例のハードウェア構造については、 Dahlin氏の米
国特許第 5,119,397号明細書を参照する。
新しい補足サービスが展開されるとき、これらはインテリジェントネットワーク（ IN）と
呼ばれるネットワーク定義を使用することにより迅速に設けられる。ＩＮのアイディアは
ネットワークの他のノードにより考慮され他のノードから更新されるインテリジェントノ
ード（Ｉノード）をネットワーク中に提供することである。Ｉノードはシグナリング用に
データリンクを通ってのみ他のノードへ接続されるデータ処理装置であり、Ｉノードはス
ピーチまたは使用者データ転送用の切換えられた使用者接続を具備しない。結果として、
これらはＰＳＴＮのサービス交換点（ＳＳＰ）のようなネットワークの特定の他のノード
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からのみデータリンクを経てアクセスされることができる。
新しいサービスがＩノードに新しいプログラムモジュールを付加することにより導入され
、それぞれＩＮ機能のエンティティに対応する。例えばサービス制御点（ＳＣＰ）は大部
分のサービス論理装置が存在するネットワーク中のノードであり、ＳＳＰはＳＣＰにより
発動されるサービスをエネーブルするために必要な切換え機能を処理するノードである。
これらのノードは CCITT勧告 Q.1218に示されているＩＮ標準により規定される機能エンテ
ィティに対応する。サービスデータ機能（ＳＤＦ）もまたＳＣＦに必要とされるサービス
データを記憶するＳＣＰ中に構成されている。ＳＳＦとＳＣＦの間（およびＳＳＰとＳＣ
Ｐの間）の通信は Intelligent Network Application Part（ INAP）と呼ばれるプロトコル
にしたがって実行され、これは CCITT番号７の部分でもある。
固定したネットワーク環境のＩＮの解決策はＳＣＦとＳＳＦの間の機能分離の結果として
新しいサービスの迅速な導入を達成し、ここでは完全な個人のサービス論理装置がＳＣＦ
に存在し、ＳＳＦはＳＣＦの指令の下で一般的に切換え機能（例えば呼び動作の監視およ
び報告と、新しいレグの設定と、レグの遮断）のみを行う。ＩＮの解決策は、ＳＣＦとＨ
ＬＲ、ＳＤＦとＨＬＲ、ＳＳＦとＭＳＣの動作計画の衝突のためにセル環境に適用される
ことができない。ＳＣＦはＨＬＲと同一機能を行うが、異なった構成と異なったインター
フェイスを使用する。同じことがＳＤＦとＨＬＲ、ＳＳＦとＭＳＣにも言える。
例えば、ＳＣＦはインテリジェントネットワークの全てのサービスを制御することを意味
するが、この装置は常にＨＬＲが無条件の呼び転送および入来する呼びの防止等のサービ
スの発動に必要な情報を含むことを必要とするセル標準により侵害される。同様に、ＳＤ
Ｆはインテリジェントネットワークで加入者データ記憶機能として動作するがＨＬＲは常
にセルネットワークに加入者データを記憶する。
デジタルセル電話ネットワークでは、スピーチがデジタル形態で端末間、例えば発信デジ
タルＭＳからＰＳＴＮの電話または別のＭＳへ送信される。デジタルＭＳの入力アナログ
スピーチ信号は、応用可能な標準に準じるスピーチコード化アルゴリズムにしたがってデ
ジタル形態に変換される。ＰＤＣシステムはコード励起された線形予報（ＣＥＬＰ）コー
ダまたはベクトル合計励起線形予報（ＶＳＥＬＰ）コーダとして知られているクラスのス
ピーチコーダである。ＶＳＥＬＰコーダはアナログスピーチ信号をデジタルスピーチ信号
へ変換し、人間の音声の予測された周波数および振幅分布を考慮する。このようにして、
３．１キロヘルツ（ｋＨｚ）の音声帯域幅を毎秒６．７キロバイト（ｋｂ／ｓ）に圧縮す
ることが可能であり、これは通常のパルスコード変調（ＰＣＭ）が使用される場合に必要
な６４ｋｂ／ｓよりも非常に小さい。他方で、このようなコード化されたスピーチは、ト
ランスコーダまたはコーデックと呼ばれる装置を用いてコード化された信号を通常のデジ
タルスピーチへ変換せずには他のものにより使用されることができない。
スピーチコード化に加えて、多数のシステムはまたチャンネルコード化を使用する。例え
ば、ＰＤＣチャンネルコーダはデジタルスピーチ信号を送信エラーを検出し訂正するため
のブロックおよびコンボリューションコードにしたがって冗長情報でエンコードする。Ｐ
ＤＣチャンネルコーダは６．７Ｋｂ／ｓの速度を有するＶＳＥＬＰデジタルスピーチを取
り、これを１１．２Ｋｂ／ｓを有するチャンネルコード化信号へ変換し、これは例えば１
つのＭＳＣから別のＭＳＣへ６４Ｋｂ／ｓチャンネルによってネットワークを通って限定
されずに通過されることができる。１１．２Ｋｂ／ｓは全速度伝送であり、ＰＳＩ－ＣＥ
ＬＰスピーチコーダからのデジタルスピーチから得られたチャンネルコード化信号の半速
度送信（５．６Ｋｂ／ｓ）も使用されることができる。
２つのデジタルＭＳ間の呼びでは、通信の処理に使用される正確なトランスコーダ制御処
理は、 Integrated Services Digital Network User Parts（ ISUP）とＩノードマップ処理
が端部から端部まで保証されている場合にのみ、即ち、呼びがいつでもＰＤＣネットワー
ク内に完全に存在する場合にのみ、得られる。このような場合、開始および終了する加入
者は両者とも１１．２－Ｋｂ／ｓのＶＳＥＬＰスピーチ接続およびチャンネルコード化接
続に接続される。理論上、発信ＭＳにおいて、１１．２Ｋｂ／ｓスピーチコード化情報お
よびチャンネルコード化情報を６４Ｋｂ／ｓの呼びまで変換し、終端ＭＳにおいて再度情
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報を戻すように変換することが可能である。実際上、スピーチ品質が減少され、両者のス
ピーチコーダを相互に同期し、これらを“コーデックスルー接続”モードへ設定すること
が必要である。
図１ａは“コーデックスルー接続”モードのトランスコーダを示している。参照符号Ａ、
Ｂ、Ｃは１１．２Ｋｂ／ｓのＶＳＥＬＰスピーチおよびチャンネルコード化呼びを表して
いる。参照符号Ｄ、ＦはＭＳ－ＡからＭＳＣ－Ａへ、およびＭＳ－ＢからＭＳＣ－Ｂへの
シグナリング接続をそれぞれ表している。参照符号ＥはＩＳＵＰシグナリング接続を表し
ている。参照符号ＧはＭＡＰシグナリング接続を表している。
図１ｂは２つのデジタルＭＳ間の呼びのシグナリング図を示している。図１ｂを参照する
と、発信ＭＳＣは呼びを行うＭＳからＳＥＴＵＰメッセージを受信し、呼び出されるパー
ティの番号の解析を命令する。トランスコーダは、“ＭＳへの呼び”の結果が得られても
得られなくても発信ＭＳＣで“スピーチ”に設定される。これは重要であるので、発生し
たトーンまたは告示を聞くことが可能であり、また呼び転送が行われた場合を処理するこ
とも可能である。
ＩＳＵＰ内で、メッセージは自動車電話特定データに関する付加的な情報を含んでいる。
初期アドレスメッセージ（ＩＡＭ）は送信媒体の要求（ＴＭＲ）または限定されないデジ
タル情報と、“スピーチ”または“スピーチおよびデータ”が伝送されることができるか
否か、データが１１．２Ｋｂ／ｓまたはＶＳＥＬＰコード化されているか否か、コード化
標準がネットワークに限定された標準であるか否かを含んでいる伝達能力を表した情報を
含んでいる。ＩＡＭはまた、発信ＭＳＣの呼びおよび発信ＭＳＣのシグナリング点コード
（ＳＰＣ）を識別する呼び基準（ＣＲ）情報と、発信ネットワークを識別するネットワー
クコード（ＮＣ）とを含んでいる。
ＩＡＭを受信したとき、終端ＭＳＣは呼び出されるＭＳをページングし、ＣＲを割当てる
。終端ＭＳＣはアドレス終了メッセージ（ＡＣＭ）にそのＣＲとＳＰＣを帰還する。発信
ＭＳＣはＡＣＭを受信し、ＡＣＭからのＣＲ値を記憶する。ＡＣＭからのＳＰＣは廃棄さ
れ、終端ＭＳＣのＳＰＣはスルー接続をリクエストするために送信されるコーデック設定
リクエスト（ＣＯＤＥＣ　ＳＥＴ　ＲＥＱ）メッセージから代わりに得られる。この時点
において終端ＭＳＣは発信ＭＳＣとＭＡＰ通信を開始するために十分な情報を有するが、
発信ＭＳＣは終端ＭＳＣからメッセージを受信する前にこのような通信を開始するための
十分な情報を持たない。
終了する呼びはＭＳからの接続（ＣＯＮＮ）メッセージの受信まで通常通りに進行する。
この時点において、呼び設定が停止し、一方トランスコーダ制御処理が開始される。受信
されたＩＡＭと使用者サービス情報の解析から、終端ＭＳＣは呼びが別のデジタルＭＳか
ら来ており、そのトランスコーダを“コーデックスルー接続”モードへ設定することを認
識する。終端のトランスコーダはその後スピーチおよび同期（ＳＳ）フレームの送信を開
始する。ＩＡＭで受信されたＳＰＣ、ＮＣ、ＣＲを用いて、終端ＭＳＣはＭＡＰ　ＣＯＤ
ＥＣ　ＳＥＴ　ＲＥＱメッセージを送信し、それによって“コーデックスルー接続”モー
ドへ切換えるように発信トランスコーダへリクエストする。コーデックセット承認（ＣＯ
ＤＥＣ　ＳＥＴ　ＡＣＫ）メッセージを待機しているタイターＴＣｏｄｅｃは終端ＭＳＣ
で開始される。
発信ＭＳＣでＣＯＤＥＣ　ＳＥＴ　ＲＥＱメッセージを受信するとき、発信トランスコー
ダはスピーチ回路でＳＳフレームの送信を開始する。これが行われたとき、発信ＭＳＣは
、先に記憶されたＣＲと、ＣＯＤＥＣ　ＳＥＴ　ＲＥＱメッセージで受信されたＳＰＣお
よびＮＣを用いて、ＣＯＤＥＣ　ＳＥＴ　ＡＣＫメッセージを終端ＭＳＣへ戻す。ＣＯＤ
ＥＣ　ＳＥＴ　ＡＣＫメッセージを受信したとき、呼び設定は回答メッセージ（ＡＮＭ）
の送信を継続する。ＣＯＤＥＣ　ＳＥＴ　ＡＣＫメッセージがＴｃｏｄｅｃが完了する前
に受信されないならば、呼びは終端ＭＳＣにより解除される。ＭＡＰメッセージは、呼び
設定期間に送信されたＳＰＣ、ＮＣ、ＣＲを用いて、終端ＭＳＣと発信ＭＳＣ間で直接送
信される。
図２で示されているように標準的なＰＤＣネットワークでは、ＭＳＣ－Ａとして示されて
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いる発信ＭＳＣは、スピーチコーダおよびチャンネルコーダを含むＭＳ－Ａとして示され
ている発信デジタルＭＳと無線コンタクトしている。ＭＳ－Ａにより発信される呼びはリ
ンクまたは接続 10を経てＭＳＣ－Ａから、ＭＳＣ－Ｂとして示されている終端ＭＳＣへ設
定され、ＭＳＣ－Ｂはチャンネルコーダおよびスピーチコーダを含むＭＳ－Ｂとして示さ
れている終了デジタルＭＳと無線コンタクトしている。ＭＳＣ－Ａは現在のＭＳ－Ｂの位
置についてＨＬＲに質問し、ＭＳ－Ｂの移動番号を受信するためＭＡＰインターフェイス
を使用し、この移動番号をＭＳＣ－Ａは接続 10およびＭＳＣ－Ｂを経てＭＳ－Ｂへ呼びを
伝送するために使用する。図２は呼び転送がＭＳ－Ｂにより発動されないときの典型的な
状況を示しており、ネットワークは“コーデックスルー接続”モードで動作し、ＶＳＥＬ
ＰまたはＣＥＬＰデータは層１データとして接続 10を通過する。
ＰＤＣ標準シグナリングメッセージの予め定められた情報要素はトランスコーダ制御処理
および幾つかの補足サービスを十分に行わない。例えばＰＤＣシステムに対して特定され
たトランスコーダ制御処理は終端ＭＳが呼びを別のデジタルＭＳへ転送している場合の通
信には不適切である。
この状況が図３で示されている。呼び転送サービスがＭＳＣ－Ｂで発動されるとき、ＭＳ
Ｃ－Ｂの論理装置はそのカテゴリー記憶装置でそれを読取らせ、（これはＭＳ－ＢがＭＳ
Ｃ－Ｂによりサービスされる地域へ移動するときＭＡＰインターフェイスを通じてＨＬＲ
から更新されており）この記憶装置は記憶装置で与えられた特定のＣ番号にＭＳ－Ｂが呼
びを転送する。この状況に応答して、ＭＳＣ－Ｂは呼びを、接続 12へ経てＣ番号を有する
送信されるデジタルＭＳ－Ｃと、ＭＳＣ－Ｃとして示されている送信されるＭＳＣへ伝送
し、したがって補足サービスを終了する。
このような呼びが転送されるとき、送信される交換ＭＳＣ－Ｃが、発信する交換ＭＳＣ－
Ａを識別し発信するＣＲ情報を識別することは困難である。デジタルＭＳの終端ＭＳＣが
別のデジタルＭＳの発信ＭＳＣをアドレスするため、ＳＰＣだけでなく、発信ＭＳＣのネ
ットワーク識別子も終端ＭＳＣにより決定されなければならない。Ｉノードの現在のＰＤ
Ｃ標準の詳細では、終端ＭＳＣは、発信ＭＳＣから終端ＭＳＣへ送信されるＩＡＭに含ま
れている“課金区域”情報から発信ＭＳＣのネットワーク識別子を得る。特に、発信ＭＳ
Ｃのネットワーク識別子はＩＡＭのＮＣデータとメッセージ区域（ＭＡ）データから得ら
れる。
それにもかかわらず、図３で示されている通信シナリオでは、転送するレグが独立してい
るので、ＭＳＣ－Ｂにより送信されるＩＡＭの“課金区域”情報要素は、発信ＭＳＣ－Ａ
のネットワーク識別子を得るためにＭＳＣ－Ｃにより使用されることができない。したが
ってＭＳＣ－ＢによりＭＳＣ－Ｃへ送信されるＩＡＭの“課金区域”情報は、呼びを発信
する加入者ＭＳ－Ａではなく転送する加入者ＭＳ－Ｂに関する。
さらに、図３、４で示されているように、ＩＡＭのＳＰＣデータがＭＳＣ－Ａをアドレス
するために使用され、ＩＡＭのＮＣデータがＭＳＣ－Ｂをアドレスするために使用される
ので、呼び転送が開始されるとき、スピーチおよびチャンネルコード化をリクエストする
ためのコーデック設定リクエストメッセージは最終的な目的地ＭＳＣ－Ａへ到達しない。
この理由は転送する加入者ＭＳ－Ｂが呼びの転送レグのために課金されるからである。さ
らに、発信ＭＳＣ－Ｂは転送ＭＳＣ－Ａのネットワークと異なったネットワークに属する
ので、呼び転送は単一のネットワークのトランスコーダ制御処理により処理することが不
可能である。
呼び転送についての前述のその他の問題は異なった交換およびネットワーク間で通信する
ためのＩＳＵＰ下の呼び基準である。ＩＳＵＰのＰＤＣ標準および現在のＩノードの詳細
にしたがって、終端ＭＳＣ－Ｂはアドレス完了メッセージ（ＡＣＭ）を発信ＭＳＣ－Ａへ
送信する。ＡＣＭメッセージは終端ＭＳＣ－ＢのＳＰＣと、ＭＳＣ－Ｂにより割当てられ
たＣＲを含んでいる。スピーチとチャンネルコード化のリクエストが受信されていること
を確認するためにコーデック設定承認メッセージをＭＳＣ－Ｂへ送信するとき、パラメー
タＳＰＣとＣＲはＭＳＣ－Ａにより使用される。
図５で示されているように、加入者ＭＳ－ＢがＭＳＣ－Ｃと接触している呼びを別のデジ
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タルＭＳへ転送するならば、発信ＭＳＣ－Ａに記憶されているＳＰＣとＣＲは（正式には
）終端ＭＳＣ－ＢのＳＰＣとＣＲである。ＭＳＣ－Ｃは転送される呼びの終端ＭＳＣであ
るので、ＭＳＣ－ＡからＭＳＣ－Ｃへ送信されるコーデック設定承認メッセージはＭＳＣ
－ＣのＣＲの代わりにＭＳＣ－ＢのＣＲを含んでいる。換言すると、コーデック設定リク
エストメッセージのＣＲはコーデック設定承認メッセージのＣＲに対応しない。ＭＳＣ－
Ｃにより割当てられたＣＲによりＭＳＣ－Ｃで応答が受信されないので、呼びを適合する
ためにＭＳＣ－Ｃで開始したタイマーは経過し、設定処理は不成功であり、呼びが解除さ
れる。
図３で示されているように、ＶＳＥＬＰまたはＣＥＬＰデータはＭＳＣ－Ａにおいてデコ
ードされ、通常のＰＣＭデータとして接続 10とＭＳＣ－Ｂと接続 12とを通過する。ＭＳＣ
－Ｃはその後、スピーチとチャンネルコード化との両者を使用して情報を再コード化し、
再コード化された情報をＭＳ－Ｃへ転送する。ＣＥＬＰ／ＶＳＥＬＰコード化では、アナ
ログスピーチ信号のみがスピーチコーダへ提供されなければならず、即ち２つのコーダは
縦続されてはならない。したがって一般的なＰＤＣ標準はＭＳＣ－ＢとＭＳＣ－ＣとＭＳ
－Ｃとの間の転送レグが独立した呼びとして設けられることを条件とし、ＭＳＣ－ＡはＭ
ＳＣ－Ｃへ送信するためにスピーチデータをデコードし、ＭＳＣ－ＣはこれをＭＳ－Ｃへ
送信するために再コード化する。呼びを転送するため、転送するＭＳＣはＴＭＲを“スピ
ーチ”または３．１ｋＨｚオーディオへ変更する。呼びが転送されるとき、両者の加入者
は“スピーチ”モードで接続されているトランスコーダを有し、これはスピーチ品質の損
失につながる。ＣＥＬＰ／ＶＳＥＬＰコード化がより低いビット速度のスピーチ品質を交
換するので、この特別のデコード化／コード化の結果としてスピーチ品質を減少する。
［発明の要約］
本発明では、呼びが１つのデジタル端末またはネットワークから他のものへ転送されると
きの現在のＰＤＣ標準ネットワークにおける必要ではないスピーチデコードが避けられる
。本発明の呼び転送の解決策は現在のＰＤＣ標準の２つの欠点を克服している。即ち、こ
れは呼びが１つのデジタルネットワークから別のところへ転送されるとき、発信交換装置
および発信呼び基準の識別を行う。
それ故、本発明の目的は、呼びが１つのデジタルネットワークから別のところへ転送され
るとき、必要ではないスピーチおよびチャンネルのコード化とデコード化を避けることで
ある。
それ故、本発明の別の目的は、現在のデジタルネットワーク標準方式でスピーチ品質を改
良しながら呼び転送動作を支持することを可能にすることである。
本発明にしたがって、これらおよび他の目的は呼び転送動作期間に正確なネットワーク識
別と呼び基準を与えることにより達成される。積極的なネットワーク識別が発信ＭＳＣの
ネットワークコードを含む新しい情報要素を使用して達成され、これは呼び転送が発動さ
れるときでもネットワークにおける呼び設定期間中に変更されない。正確な呼び基準は TC
AP（ Transaction Capability Application Part）サービスを使用して達成され、これは
発信ＭＳＣからの帰還結果を確実にし、コーデック設定リクエストメッセージの承認は常
に正しい終端ＭＳＣへ送信される。
【図面の簡単な説明】
図１ａ、１ｂは一般的な自動車電話局間の呼び設定を示している。
図２は呼び転送補足サービスを発動しない一般的な自動車電話通信ネットワークの呼び伝
送を示している。
図３は自動車電話通信ネットワークの呼び転送補足サービスを示している。
図４は呼び転送の場合のネットワークメッセージシーケンスを示している。
図５は呼び転送の場合のネットワークメッセージシーケンスを示している。
図６は本発明にしたがって自動車電話通信ネットワークの呼び転送補足サービスを示して
いる。
図７は“ＭＳＣアドレス”情報要素を含むように変更された呼び当業者パラメータ番号を
示している。
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［好ましい実施例の詳細な説明］
呼び転送は本発明により解決されたネットワークのトランスコーダ制御についての特別な
問題を提起する。説明のために、発信ＭＳＣはＭＳＣ－Ａとして示され、呼びを転送する
ＭＳＣはＭＳＣ－Ｂとして示され、呼びが転送されるＭＳＣはＭＳＣ－Ｃとして示されて
いる。本発明はこれらのラベルの使用に限定されないが、呼び転送動作に含まれる任意の
タイプまたは数のネットワーク素子に適用する。
図６で示されているように、本発明は前述したように層１データとして接続 10を経て通過
するＶＳＥＬＰまたはＣＥＬＰデータを提供するが、この情報はＭＳＣ－Ａでデコードさ
れない。代わりに“コーデックスルー接続”モードが呼びのネットワークを通じて設定さ
れ、それによってＶＳＥＬＰまたはＣＥＬＰデータが層１データとして接続 12を経てＭＳ
Ｃ－Ｃへ通過され、これは単に情報をＭＳ－Ｃへ転送する。１つの効果はスピーチ品質を
減少する余分なデコード化／コード化を避けることである。
呼び転送がＰＤＣシステムのようなデジタルセルネットワークのデジタルＭＳ間で付勢さ
れるとき、ＭＳＣ－ＢによりＭＳＣ－Ｃへ転送される呼びはＭＳＣ－Ａからの独立した呼
びとして処理される。したがって呼びを第３者（例えばＭＳＣ－Ｃ）へ転送するネットワ
ークまたは交換装置（例えばＭＳＣ－Ｂ）は適切な処理を行わなければならず、したがっ
て転送される呼びによる信号は、発信するネットワークが呼び転送が付勢されていること
を認識する必要がないように発信するパーティに影響を与える。
ネットワーク識別子は呼び転送動作期間中にネットワークが行わなければならない必要な
処理の１部である。呼び転送動作期間中に発信ＭＳＣ－Ａのネットワーク識別子の正確な
認識を行うため、回答する自動車電話加入者ＭＳ－ＣからＭＳＣ－Ａをアドレスするため
に使用されるデータは明白に他のデータから分離される。即ち、ＩＡＭの“課金区域”情
報要素はＭＳＣ－Ａをアドレスするために使用されない。代わりに、ＭＳＣ－Ａのネット
ワークコードを含んでいる“ＭＳＣアドレス”と呼ばれる新しい情報要素はＩＳＵＰ　Ｉ
ＡＭで付加される。
ＩＳＵＰ　ＩＡＭ部分の図はＩＳＵＰの付録Ｉの図 1-9/JJ-70.10に示されている呼びパー
ティパラメータ番号フィールドである。このフィールドは“ＭＳＣアドレス”情報要素を
含むため図７で示されているように変更される。“ＭＳＣアドレス”は呼び転送が発動さ
れてもネットワークの呼び設定期間中は変更されない。したがって、ＭＳＣ－Ａのアドレ
スは常に正確に検索され、呼び設定は成功する。
呼び転送動作期間中にネットワークが行わなければならない別の処理部分は発信ＭＳＣに
よる終端ＭＳＣの呼び基準である。前述の呼び転送の一般的な呼び基準プロセスの問題は
、終端ＭＳＣのＣＲがＡＣＭメッセージのＩＳＵＰを経て発信ＭＳＣへ送信されることで
ある。ＡＣＭは呼び転送前に、発信ＭＳＣ－Ａへ送信され、ＡＣＭメッセージにしたがう
“終端”ＭＳＣは転送されたＭＳＣ－Ｃではなく、むしろ転送するＭＳＣ－Ｂである。し
たがってＡＣＭメッセージは常にＭＳＣ－Ｃを示し、ここでは転送されたＭＳ－Ｃが回答
する。
呼び基準の問題はＡＣＭメッセージにおいて、ＩＳＵＰを経て終端ＭＳＣ－Ｂから発信Ｍ
ＳＣ－Ａへ送信しないことにより解決される。その代わりにＴＣＡＰサービスが使用され
る。セルネットワークのノード間で広範囲の情報転送を行うために広範囲の応用を与える
ＴＣＡＰの１つの特徴は、ダイアログ処理であり、ここでは２人の使用者が多量の情報を
交換することができる。ＴＣＡＰダイアログが構成されることができ、また構成されなく
てもよい。使用者からの返答を必要としない構成されないダイアログは通常のネットワー
ク制御に使用される。使用者からの返答を必要とするかまたは使用者に返答する構成され
たＴＣＡＰダイアログはネットワークの“コーデックスルー制御”ＭＡＰで好ましい。
ＴＣＡＰは４つの異なったクラスの動作を含んでおり、その属性を以下の表Ｉで示す。
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ＴＣＡＰクラス４の動作は一般的に“コーデック設定リクエスト”に対して使用され、表
ＩＩにしたがって限定される。ＴＣＡＰクラス４の動作を使用して、“コーデック設定リ
クエスト”は終端ＭＳＣ－Ｂにより発信ＭＳＣ－Ａに送信されるが、発信ＭＳＣ－Ａから
終端ＭＳＣへ戻る帰還結果は送信されない。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一般的なコーデック設定承認メッセージは表 IIIにしたがって限定される。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
その代わりに、本発明の１観点にしたがって、ＴＣＡＰクラス１の動作は“コーデック設
定リクエスト”に使用される。したがって、発信ＭＳＣ－Ａからの帰還結果と“コーデッ
ク設定リクエスト”の承認は通常のＴＣＡＰ特徴により与えられるとき正確な終端ＭＳＣ
へ常に送信される。ＴＣＡＰ構成されたダイアログを使用して、発信ＭＳＣ－Ａはまた所
望ならば拒否素子に応答することもできる。
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本発明にしたがった“コーデック設定リクエスト”動作は現在のＩノードの詳細を使用し
て表ＩＶにしたがって限定される。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表ＩＶに示されているように構成されたＴＣＡＰ処理の使用、即ち構成されていないダイ
アログの使用の代わりとして、、フィールドが TTC JJ 70.10 Ver.3の各クラス４“コーデ
ック設定リクエスト”と“コーデック設定リクエスト確証”（コーデック設定承認）メッ
セージに付加されることができる。付加されたフィールドは“コーデック設定リクエスト
”メッセージの表Ｖで示されているように“呼び識別子”の“ＣＩ”と呼ばれ、ＭＳＣ－
Ｃ（実際の終端ＭＳＣ）により割当てられる呼び基準である。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ＩＩＣＲフィールドと同一のフォーマットを便宜的に有するＣＩフィールドの付加はクラ
ス４の動作の使用を可能にするが、動作の開始者は自動的に動作が適切であったか否かの

10

20

30

40

50

(11) JP 3821301 B2 2006.9.13



回答を受信する。正確な呼び基準は常に開始者に帰還される。ＣＩフィールドの付加はク
ラス４の目的を実現し、最初に呼びを識別し、変更しない。
本発明の別の観点にしたがって、“コーデック設定リクエスト”は ASN.1（ Abstract Synt
ax Notation 1）を使用して限定され、これは CCITT（ International Telegraph & Teleph
one Consultative Committee）により勧告されている構成された情報を説明する言語であ
る。 ASN.1の“コーデック設定リクエスト”を以下に示す。
ＡＳＮ．１の正式の説明
コーデック設定リクエスト　　　　＝ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ
ＰＡＲＡＭＥＴＥＲ
呼び基準　　　　　　　　　　　　ＣａｌｌＲｅｆｅｒｅｎｃｅ
コーデック状態　　　　　　　　　ＣｏｄｅｃＳｔａｔｕｓ
ＲＥＳＵＬＴ
ＥＲＲＯＲＳ　　　　　　　　　　　ＣｏｄｅｃＦａｉｌｕｒｅ
これらの情報要素は他のメッセージを使用して交換されるので、一般的にＡＣＭメッセー
ジで送信されるＣＲとＳＰＣ情報要素はＡＣＭメッセージから削除されることができる。
これは付加的な情報のＡＣＭメッセージの空間をフリーにする。
前述したように、本発明は呼び転送がＰＤＣ標準ネットワークで支持されることを可能に
し、一方で１つのネットワークまたは交換装置から別のところへ呼びが転送されるとき不
必要なスピーチデコードを避けることにより良好なスピーチ品質を提供する。発信ＭＳＣ
のネットワークコードを含んでいる“ＭＳＣアドレス”と呼ばれる新しい情報要素がＩＳ
ＵＰ　ＩＡＭに付加され、それによって発信ＭＳＣのアドレスは終端ＭＳＣにより適切に
決定されることができ、または呼び転送が開始されたならば、終端ＭＳＣから転送される
呼びを受信する転送されるＭＳＣにより適切に決定されることができる。ダイアログを構
成するＴＣＡＰクラス１は“コーデック設定リクエスト”動作に使用され、それによって
“コーデック設定リクエスト”を承認する帰還結果信号は終端ＭＳＣで正確な受信機へ送
信され、または呼び転送が開始されたならば、転送されるＭＳＣで正確な受信機へ送信さ
れる。
本発明は説明し、図示された特別な実施形態に限定されない。即ち本発明は例えばＤ－Ａ
ＭＰＳ（ＡＤＣ）またはＧＳＭのような任意のデジタルセル通信システムに適用されるこ
とが理解されよう。勿論、本発明はＡ－Ｂ→Ｃ→Ｄ、Ａ－Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ等の多数の呼び
転送に使用される。ここで“Ａ”はＭＳＣ－Ａによりサービスされる区域で移動する発信
加入者を表しており、“Ｂ”はＭＳＣ－Ｂによりサービスされる区域で移動する加入者を
表しており、ＭＳＣ－Ｂの加入者“Ｂ”は呼びを、ＭＳＣ－Ｃによりサービスされる区域
で移動する他の加入者“Ｃ”へ転送し、ＭＳＣ－Ｃの加入者“Ｃ”は代わりに、呼びをＭ
ＳＣ－Ｄによりサービスされる区域で移動するさらに別の加入者“Ｄ”へ転送する。本発
明は以下の請求の範囲により限定されているように本発明の技術的範囲内であらゆる全て
の変形を考慮する。
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【 図 １ ａ 】 【 図 １ ｂ 】

【 図 ２ 】 【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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